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保
険
料
の
軽
減
措
置
に
つ
き
ま
し
て
は
、
特
例
措
置

が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
29
年
度
か
ら
段
階
的

に
本
則
へ
の
見
直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
30
年
度
は
次
の
と
お
り
改
正
さ
れ
ま
す
が
、
安

定
し
た
医
療
制
度
運
営
の
た
め
、
ご
理
解
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

① 

被
用
者
保
険
の
被
扶
養
者
で
あ
っ
た
方
の
保
険
料

「
均
等
割
額
」の
軽
減　

改
正　

　

 

平
成
30
年
度
分
の
保
険
料「
均
等
割
額
」の
軽
減
割
合

は
７
割
軽
減
か
ら
５
割
軽
減
へ
変
更
さ
れ
ま
す
。
保

険
料「
所
得
割
額
」の
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
お
所

得
が
低
い
方
に
対
す
る
軽
減
に
も
該
当
す
る
方
は
、

い
ず
れ
か
大
き
い
軽
減
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

※ 

被
用
者
保
険
と
は
…
協
会
け
ん
ぽ
・
健
康
保
険

組
合
・
船
員
保
険
・
共
済
組
合
の
公
的
医
療
保

険
の
総
称（
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保
険
組

合
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
）

②
保
険
料「
所
得
割
額
」の
軽
減　

改
正

所
得
割
額
を
負
担
す
る
方
の
う
ち
、
基
礎
控
除
後
の

総
所
得
金
額
等
が
58
万
円
以
下
の
方
へ
適
用
さ
れ

て
い
た
「
所
得
割
額
」
の
２
割
軽
減
措
置
は
平
成
30

年
度
か
ら
廃
止
さ
れ
ま
す
。

注
意均

等
割
額
軽
減
判
定
時
の
総
所
得
金
額
等
は
、
各
収

入
か
ら
必
要
経
費
や
控
除
額
を
差
し
引
い
た
所
得
金
額

の
合
計
額
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
譲
渡
所
得
は
特
別
控
除
前
の
金
額
と
な
る

ほ
か
、
事
業
専
従
者
控
除
の
適
用
は
な
く
、
専
従
者
給

与
額
は
事
業
主
の
所
得
に
合
算
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
年
金
所
得
は
９
割
軽
減
判
定
時
を
除
き
、
年

金
収
入
か
ら
公
的
年
金
等
控
除
額
と
特
別
控
除
15
万
円

（
65
歳
以
上
の
方
の
み
適
用
）を
差
し
引
い
た
金
額
と
な

り
ま
す
。

な
お
、
軽
減
判
定
日
は
４
月
１
日
ま
た
は
資
格
を
取

得
し
た
日
と
な
り
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
先　

町
民
課　

医
療
年
金
係

☎
４
３-

２
１
１
１（
内
線
２
１
１
５
）

③
保
険
料「
均
等
割
額
」の
軽
減　

改
正

（
２
割
、
５
割
軽
減
に
つ
い
て
は
判
定
基
準
額
を
拡

大
し
、
対
象
を
拡
げ
ま
す
）

詳
し
く
は
下
の
表
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
保
険
料
軽
減
措
置
の
見
直
し
に
つ
い
て

均
等
割
額
の
軽
減
割
合

○
採
用
予
定
職
員
お
よ
び
人
員

　

消
防
官（
消
防
士
）と
し
て
勤
務
す
る
職
員

　

11
名
程
度

○
受
験
資
格

　

・ 

大
学
、
短
大
、
高
校
ま
た
は
こ
れ
ら
と
同
等
の
学

校
卒
業
の
学
歴
を
有
す
る
者（
平
成
31
年
３
月
卒

業
見
込
者
を
含
む
）

　

・ 

平
成
４
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
13
年
４
月
１
日
ま

で
に
生
ま
れ
た
者

○
受
付
期
間

　

７
月
10
日
(火)
か
ら
８
月
２
日
(木)

　

（ 

受
験
申
込
書
配
布
は
、
受
付
の
１
週
間
前
か
ら
受

付
期
間
中
）

○
試
験
の
日
時
・
場
所

　

・
第
１
次
試
験

　
　

【
教
養
試
験
・
適
性
検
査
】

　
　

と　

き　

９
月
16
日
(日)
午
前
８
時
50
分

　
　

と
こ
ろ　

県
立
可
児
高
等
学
校

　
　
　
　
　
　

（
可
児
市
坂
戸
９
８
７-

２
）

　
　

【
体
力
試
験
】

　
　

と　

き　

９
月
17
日
(月)
午
前
９
時

　
　

と
こ
ろ　

美
濃
加
茂
市
中
央
体
育
館

　
　
　
　
　
　

（
美
濃
加
茂
市
太
田
町
１
９
１
６-

１
）

　

・
第
２
次
試
験

　
　

【
口
述
試
験
お
よ
び
作
文
試
験
】

　
　

と　

き　

10
月
16
日
(火)
午
前
８
時
30
分

　
　

と
こ
ろ　

可
茂
消
防
事
務
組
合
消
防
本
部
庁
舎

　
　
　
　
　
　

（
美
濃
加
茂
市
加
茂
川
町
３-

７-

７
）

○
お
問
い
合
わ
せ
先　

可
茂
消
防
事
務
組
合

　

消
防
本
部
総
務
課（
☎
２
６-

０
１
４
４
）

可
茂
消
防
事
務
組
合
は
、

来
春
採
用
予
定
の
消
防
官
を
募
集
し
ま
す
。

消
防
官
募
集

軽
減
割
合

世
帯（
被
保
険
者
お
よ
び
世
帯
主
）の
平
成
29

年
中
の
総
所
得
金
額
等
の
合
計
額
が

９
割
軽
減

「
33
万
円
（
基
礎
控
除
額
）
」
以
下
の
世
帯
で
、

世
帯
内
の
被
保
険
者
全
員
の
所
得
が
０
円
と

な
る
方
。

※ 

年
金
所
得
は（
年
金
収
入

－

80
万
円
）で
計
算
。

※ 

特
別
控
除（
15
万
円
）の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん
。

8.5
割
軽
減

「
33
万
円
」以
下
の
世
帯

５
割
軽
減

「
33
万
円
」
＋
27･

５
万
円
×
世
帯
の
被
保
険

者
数　

以
下
の
世
帯

（
改
正

27
万
円
→
27･

５
万
円
へ
）

２
割
軽
減

「
33
万
円
」＋
50
万
円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数

　

以
下
の
世
帯

（
改
正

49
万
円
→
50
万
円
へ
）


